
○リスクアセスメントの対応によっては重大な結果が生じる可能性があり、下記を徹底すべき。   

■常に虐待死が起こる事態を想定して行う。  

・必ず虐待者本人と面接をすることを含め家族全体のアセスメントを行う。  

・職員個人の判断だけではなく、組織的に行う必要がある。  

○ 虐待のリスク要因が認められる場合は、速やかに子どもの安全確認を行い、アセスメントを  

行うべきである。（「当委員会で指摘した虐待による死亡が生じ得るリスク要因」参照）  

○ 援助方針は、保護者の状況等に応じて適切に見直しを行うことが必要である。  

4」関係機関との連携のあり方の再確認   

○ 事例対応においては、役割分担を明確にするべきであり、特に主として関わる関係機関や   

進行管理に関する役割を決める必要がある。   

○ 関係機関は、要保護児童対策地域協議会を積極的に活用し、他の関係機関と情報共有を   
図り連携した対応を検討することを徹底すべきである。   

○ 関係機関は、すべての機関が、要支援家庭には虐待が起こる可能性が高いことを認識して   

支援していく必要がある。   

○ 医療機関から保健及び福祉機関への情報提供を定型化し、情報提供を受けた機関は支援   
チームを構築し、アセスメントを経て適切な支援を展開する必要がある。   



瑚だいへの対応lこついての再確認  

○ 虐待を受けた子どものきょうだいについて、虐待の対象となる可能性があることを認識し 、   

まずは安全確認を行うことが必要である。  

○ きょうだいが虐待の対象となる可能性があること等を認識し、児童記録票の作成を作成し 、   

定期的な安全確認とアセスメントを行う必要がある。  

鞋人材の育成および組織体制の重要性の再確認  

○ 市町村等の関係機関が適切に事例を児童相談所につなげるよう、虐待に対する知識や   

基礎的スキルの獲得等に向けた関係者の資質の向上への支援策を図るべきである。  

○ 児童相談所は、虐待対応の中核機関としての自覚を持ち、研修体制の充実など一人ひとりの   
職員の技能の向上を図るとともに、組織としての対応システムの強化を図る必要がある。  

7．地方公共団体lこおける検証lこ関する課題の再確認  

○形式的なものにとらわれず、有効な検証を実施することが皇まれており、一般論にとどまる  

ことなく、地域の人的な資源の状況など地域特性を踏まえた検証を行うことが求められ   



卦署員会で摘欄した虐待にさる死亡柳生じ縛るりスウ零眉  

保護者の側面  

○ 保護者等に精神疾患がある、あるいは   
強い抑うつ状態である  

○ 妊娠の届出がされていない  

○ 母子健康手帳が未発行である  

○ 特別の事情がないにもかかわらず中絶を   

希望している  

○ 医師、助産師が立ち会わないで自宅等で   
出産をした  

○ 妊婦健診が未受診である   

（途中から受診しなくなった場合も含む）  

○ 妊産婦等との連絡が取れない   

（途中から関係が変化した場合も含む）  

○ 乳幼児にかかる健診が未受診である   

（途中から受診しなくなった場合も含む）  

○ 子どもを保護してほしい等、保護者等が   
自ら相談してくる  

○ 虐待が疑われるにもかかわらず保護者等が  

虐待を否定  

○ 過去に心中の未遂がある  

○ 訪問等をしても子どもに会わせてもらえない  

※子どもが低年齢であって、上記に該当する場合は、特に注意して対応する必要がある。 11   



児童虐待防止法及び児童福祉法の一部改正法の概要  

○ 平成16年改正法附則に基づき、超党派で改正案が取りまとめられ、平成19年4月国会に提出。同年5  
月、可決・成立（平成19年6月公布、平成20年4月施行）。  

1児童の安全確認等のための立入調査等の強化  
○ 児童相談所等の安全確認措置の義務化  
○ 解錠等を伴う立入調査を可能とする新制度の創設  
○ 立入調査を拒否した者に対する罰金額の引上げ（30万円→50万円以下）  

旦保護者lこ対する面会・通信等の制限の強化  
○児童相談所長等による保護者に対する面会・通信制限の対象の拡大   

※、裁判所の承認を得た上での強制的な施設入所措置以外に、一時保護及び保護者の同意による施設入所  
の間も制限可能に  

○都道府県知事による保護者に対する接近禁止命令制度の創設（命令違反には罰則）   

※ 裁判所の承認を得て強制的な施設入所措置を行った場合で特に必要があるとき、都道府県知事は、保護  
者に対し、児童へのつきまといや児童の居場所付近でのはいかいの禁止命令をできる制度を創設。  

旦保護者lこ対する指導lこ従わない場合の措置の明確化   

※ 保護者が指導に従わない場合、一時保護、施設入所措置等の措置を講ずることを明確化   

4 その他  
○ 国及び地方公共団体による重大な児童虐待事例の分析責務の規定  
○地方公共団体による子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）設置の努力義務化  

など   



児童の安全確認・保護のプロセス  

児童相談所  
口は新たな制度  

■■■■■■■■■■■  
■  
■  
■■■■■■■＝■l  

知事の  標章求  9件  

■■■ ■ ■■● ■ ■■● ■■■■■■■■  ■■1＝＝■■＝＝■■  ■  

立入調査（罰則あり）  

再出串妻爵  

警察の援助  
● ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ● ■ ■ ■ ●  

く二重］  

裁判官への許可状請求   

警察の綾助   

注：新制度に係る数値は、平成20年4月1日（改正法施行日）～同年8月31日までの間に、都道府県、指定都市、児童相談所設置市で実施した  

もののうち厚生労働省に報告があった数  13   



14   



′■ r 実施例3J  
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平成21年度児童虐待防止対策関係概算要求の主な内容  

【孤立化防止】  

・生後4か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちやん事業）の推進  

・育児支援家庭訪問事業の推進  

・地域子育て支援拠点事業の推進  

【虐待防止に向けた機運の醸成】  

・オレンジリボン■キャンペーンなどの啓発活動の促進  

発生予防対策の推進  

【子どもを守る地域ネットワークの機能強化】  

・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の推進  

【児童相談所の機能強化】  

・評価・検証委員会設置促進事業［新規］   

t一時保護所における心理職員の充実、教員等の配置の促進  
【一時保護施設の充実】  

・一時保護施設の環境改善  

【子どもの心の問題等への対応】  

・子どもの心の診療拠点病院の整備  

早期発見・早期対応   

体制の充実  

【家族再統合に向けた取組の強化】  

・保護者指導支援事業［新規］  

【家庭的養護の推進】  

・ファミリーホームの推進、里親支援体制の充実   

り」＼規模グループケアの推進  

【入所している子どもへの支援の充実】  

・乳児院における被虐待児個別対応職員の配置  

自立に向けた  

保護・支援対策の充実  

（社会的養護体制の拡充）  

16   



☆ あなたにできること・・・  

□ まずは身近な自分の子育てを振り返ってみてほしい  

□ もし、子育てに悩んでいる人がいたら、ひとりで抱え込まずに相談してほしい  
口 もし、虐待で苦しんでいる子どもたちがいたら、がまんしないで打ち明けてほしい  
□ 自分の周囲で虐待が疑われる事実を知ったときは、蹟躇なく通報してほしい  
口虐待を受けた子どもたちの自立に向けた支援の輪に加わってほしい（寄付でも、ボランティア   

でも）  

□ もし、可能なら、虐待を受けた子どもたちのための親代わり（里親）になってみてほしい   




